
情報提供・発電所への立ち入りについて

①当社の経営計画等の経営情報一般
②発電所運営に関わる社内規定、マニュアル
③発電所の設備・機器に関わる図書
④発電所の最新情報（運転記録、放射線測定記録など）
⑤定期検査等の点検情報（工事報告書、検査記録等）
⑥トラブル報告書および不適合報告書
⑦「品質監査部」の監査報告内容
⑧「所在町情報会議」に提出されたご要望、ご提案に対する
　対応結果

１．「所在町情報会議」委員の皆様には、現在の発電所の安全運転をご確認
　　いただくために必要な情報はすべて開示することを方針とし、下記の情報
　　をはじめとした発電所の運営に関する情報をご提供します。

２．発電所の運営が適切に行われていることを直接ご確認いただくために、
　社員同伴のうえ、発電所内の現場をはじめ発電所構内の可能な限りの
　立ち入りを保証いたします。
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　「所在町情報会議」からのご要請に応じて、以下のとおり情報のご提
供および発電所への立ち入りについて対応いたします。

○「所在町情報会議」の委員の皆様には、現在の発電所の安全運転をご確認
いただくために必要な情報はすべて開示することを方針とし、情報の提供はわ
かりやすい資料を用いてご説明すると共に、必要に応じて社内文書をご覧いた
だくことにより行います。

○上記情報には、一般的に知的財産保護の対象となるノウハウや企業情報等
が多く含まれております。このため、使途に制約を設ける、一部マスキングをし
たり概要を記した資料に代えさせていただく場合があります。

○核物質防護関係ならびに核不拡散に係わる情報、個人情報、意思決定プロ
セス等については、理由をご説明のうえ、非開示とさせていただきます。また、ノ
ウハウや企業情報等の第三者情報に関して、開示について第三者からの同意
が得られなかった場合、情報を開示できない場合があり得ることをご理解下さい
。

○「所在町情報会議」の委員の皆様には、現在の発電所の安全運転をご確認
いただくために必要な情報はすべて開示することを方針とし、情報の提供はわ
かりやすい資料を用いてご説明すると共に、必要に応じて社内文書をご覧いた
だくことにより行います。

○上記情報には、一般的に知的財産保護の対象となるノウハウや企業情報等
が多く含まれております。このため、使途に制約を設ける、一部マスキングをし
たり概要を記した資料に代えさせていただく場合があります。

○核物質防護関係ならびに核不拡散に係わる情報、個人情報、意思決定プロ
セス等については、理由をご説明のうえ、非開示とさせていただきます。また、ノ
ウハウや企業情報等の第三者情報に関して、開示について第三者からの同意
が得られなかった場合、情報を開示できない場合があり得ることをご理解下さい
。
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○発電所の運営が適切に行われていることを直接ご確認いただくために、発電
所構内の可能な限りの立ち入りについて社員同伴で対応いたします。

○情報提供と同様の趣旨、又は人身安全・放射線被ばくの問題がある場合やト
ラブル発生直後の緊急対応を行っている場合等においては、立ち入りを制限さ
せていただく場合があります。

○立ち入りの過程で非開示情報をお知りになられた場合は、守秘していただき
ます。

○発電所の運営が適切に行われていることを直接ご確認いただくために、発電
所構内の可能な限りの立ち入りについて社員同伴で対応いたします。

○情報提供と同様の趣旨、又は人身安全・放射線被ばくの問題がある場合やト
ラブル発生直後の緊急対応を行っている場合等においては、立ち入りを制限さ
せていただく場合があります。

○立ち入りの過程で非開示情報をお知りになられた場合は、守秘していただき
ます。


